


池田市公共施設等マネジメント指針の概要（２/２）

方針１︓公共施設等の効率的保全

方針２︓公共施設等の適正配置

方針３︓公共施設等の有効活用

５．公共施設等マネジメントの推進にあたって
（１）今後の取組

公共施設等マネジメントの基本指針を着実に実施するため、以下の取組を行います。

（２）庁内の推進体制 【別紙２】
職員が公共施設等の問題意識を共有し、これまで施設所管課が管理していた施設情報を、部局の枠組みを超えて

一元的に管理し、施設総量の縮減及び最適配置に向けたプロセスの統括管理、施設保全の総合的かつ戦略的な実施
及び全庁的視点に立った公共施設等マネジメントの強力な推進と進捗管理を行う体制を構築します。

（３）市民との協働
これからの時代に合った新しい公共施設・公共空間のあり方を、ワークショップなどを通じて市民の皆さんと協働で考えて

いきます。

本市の公共施設の多くは整備後40年以上が経過しており、老朽化が進んでいます。
また、従来公共施設等は劣化や損傷してから対処する「事後保全」により修繕などの対応を行っており、必ずしも効率的、

効果的な修繕を行っているとは言えない状況にありました。

個別施設計画の実施

令和４年度〜 目標達成に向け、住民等の参加手続を経ながら適正配置に向けた具体的な方向性を定め、個別施設計画へ
反映する。

総合管理計画の改定

令和３年度 開始時個別施設計画の内容及び収支見通しを踏まえ、附属機関での検討を経て、公共施設等総合管理計
画を改定する。

開始時個別施設計画

〜令和２年度 「更新」「転用」「廃止」として公表可能なもの以外は「維持」として個別施設計画を策定。

課
題

既に全ての公共施設等を更新するために必要となる費用に対し、財源が圧倒的に不足している状況に加え、公共施
設等は日常的な運営や維持管理にも多額の経費を要しています。

課
題

課
題

教育や文化、集会施設などのサービス（機能）ごとに必要な建物施設を個々に整備してきた結果、施設数の増加に
伴い維持管理費用が増加し、また類似施設が近接するなど、必ずしも効率的な利活用、最適な配置がなされていない状
況にあります。
さらに、施設整備当初から人口規模や構成に変化が生じており、市民ニーズが変化していることが考えられます。
また、サービスの提供手法は以前よりも柔軟になっています。

集約化︓同じ用途の施設を統合する

複合化︓異なる用途の施設を統合する

転用︓別の用途の施設へ転換する

再配置手法の例

取
組

取
組

日常の管理や定期的な点検を適切に行い、工事・修繕履歴に基づいて保全費用の精査及び確保に努めていきます。
対策の優先順位の考え方を整理し、今後も維持していく施設については、計画的な「予防保全」に維持管理方法を転

換し、施設の機能維持、防災機能の強化、長寿命化、ライフサイクルコスト※２の低減を図ります。
省エネルギー設備等の導入により施設の環境性能の向上や、ユニバーサルデザイン※３の導入による施設の利便性

の向上についても推進します。

※2 ライフサイクルコスト
公共施設等の建設・建築費だけでなく維持管

理・修繕・除却までの全期間にわたり必要な総費
用のこと
※３ ユニバーサルデザイン

国籍、年齢、性別、障がいの有無に関わらず全
ての人を対象とした使いやすい設計（デザイン）
のこと

取
組

公共施設等の維持管理・更新に関する財源確保に向け、新たな収入を確保する方策を検討するほか、毎年本市が
保有する遊休資産の情報を公開し、売却を含めた活用策を検討します。
また施設の使用料等について、受益者負担の適正化なども検討します。
指定管理者制度などのPPP※4やPFI※５など、民間事業者のノウハウを活用し、施設の効果的・効率的な管理・運

営をめざします。

※４ PPP（Public Private Partnership）
公民が連携して公共サービスの提供を行うスキー

ムのこと
※５ PFI（Private Finance Initiative）

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営
などに、民間の資金とノウハウを活用し、公共サー
ビスの提供を行うことで、効率的かつ効果的な公
共サービスの提供を計るという考え方のこと

定期的に点検します。

施設データを
一元管理

遊休資産の
情報発信

公開

公共施設は人口規模、財政規模に見合う施設保有量へ縮
減するため、原則、現状規模での建替えを行わないこととします。
施設の更新を行う際には、再配置手法「①集約化、②複合
化、③機能統合、④民間活用、⑤広域連携、⑥転用」の可能
性を検討します。
防災計画とも連動した施設の適正配置を図り、施設整備時

には将来の転用に柔軟に対応できる建物仕様を検討します。

老朽化が進んだ
施設から

安全で利便性が
高く、長持ちする

施設へ︕保全 活用

公民連携

和室から
洋室へ

必要な市民サービスは維持し
ながら、施設の適正配置に取
り組みます。

行政だけではできない
満足度の高いサービス
が提供できます。

使い方が限定的
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諮問

個別施設

計画の提出

地域未来課（事務局）
対象施設運営状況・整備方針の集約・報告、

公共施設等総合管理計画・公共施設再整備事業計画・個別施設計画の進捗管理、全体調整

池田市公共施設等適正管理本部幹事会
部局ごとに、所管施設の「整備方針」を検討

池田市公共施設等

適正管理委員会
公共施設等総合管理計画の進捗監視

公共施設等の適正管理に関する計画の

策定や改定の審議
総務部

総合政策部

健康福祉部

こども未来部

市民活動部

消防本部

施設所管課
個別施設計画の策定、住民参加手続の実施

施設の「整備方針」の企画※及び計画への反映

公共建築課
実施に向けた技術的支援

管理部 教育部

※複合施設に係る企画や転用に係る企画で複数部局に係るものは、

地域未来課が調整する。

整備内容関係

計画等所管課

政策企画課・財政課
予算計画等への反映

池田市公共施設等適正管理本部会議
公共施設等総合管理計画の進捗管理

公有財産の活用に関する検討・決定

案件により適宜出席

また、投票所に絡む施設の場合は、

選挙管理委員会事務局の出席も検討

池田市公共施設等適正管理本部

再整備事業計画

個別施設計画

総合管理計画

公共施設等適正管理担当副市長

危機管理課
地域防災計画への反映

地域防災・安全の

観点からの提言

病院 上下水道

【別紙】庁内推進体制図
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